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大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き（概要）
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前半 後半
 日本の大学が大学発ベンチャーの株式・新株予約権を取得する上での基礎的な
情報（法律・通知等が規定する範囲、考えられる意義、日米の具体的な取組
状況）を整理。

※法令、政府からの通知、ガイドライン等の範囲内であれば、
本手引きに記載している以外の考え方や手法によって株式・新株予約権の取得等を行うこと
を否定するものではないことを明記。

 日本の大学発ベンチャーを質・量ともに増していくエコシステム形成のため、大学が、大学発ベンチャーを支援す
ることに伴い、株式・新株予約権を取得することが有効。

 しかしながら、実務上のノウハウ不足等により、実際に大学がライセンス等に伴い株式等を取得した実績は、ご
く少数に留まる。 そこで、大学が株式・新株予約権の取得等を行う意義や基本的な考え方を整理し、また一
連の手続きにおける具体的な留意点と先進事例についての手引きを策定。

大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き
～知的財産権のライセンスに伴う新株予約権の取得を中心に～
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